
令和８年大府市規則一覧 

 

公布日 令和８年４月１日 

 

 

第３５号  大府市税の減免に関する規則の一部を改正する規則 

 

第３６号  大府市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則 

 

第３７号  大府市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 



大府市税の減免に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年４月１日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

大府市規則第35号 

大府市税の減免に関する規則の一部を改正する規則 

大府市税の減免に関する規則（昭和51年大府市規則第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、大府市税条例（昭和45年大府市条例第46号。以下「条

例」という。）第49条、第65条及び第81条に規定する市民税、固定資産税

及び軽自動車税の減免の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、大府市税条例（昭和45年大府市条例第46号。以下「条

例」という。）第49条、第65条、第81条及び附則第15条の４に規定する市

民税、固定資産税及び軽自動車税の減免の実施に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（身体障がい者等に対する軽自動車税の減免の範囲及び減免の額） （身体障がい者等に対する種別割の減免の範囲及び減免の額） 

第６条  略 第６条  略 

２～４  略 ２～４  略 

５ 軽自動車税の減免の額は、当該軽自動車税の全額とする。 ５ 種別割の減免の額は、当該種別割の全額とする。 

 （環境性能割の減免の特例の範囲及び減免の額） 

 第７条 条例附則第15条の４の規定により、環境性能割の納税義務者が、次

の表の左欄に掲げる三輪以上の軽自動車について、同表の右欄に掲げる日



改正後 改正前 

までに、環境性能割の減免の申請をした場合は、市長は必要があると認め

るときに限り、その者に課する環境性能割額からそれぞれ同表の中欄に掲

げる額を減免する。 

 
 

減免の対象となる三輪 

以上の軽自動車 

左欄の三輪以上の軽自 

動車に対して減免する額 
減免申請期限 

 

    １ 震災、風水害、落雷、火

災、盗難、自己の責に帰

さない交通事故その他

これらに類する災害（以

下「災害」という。）に

より滅失若しくは損壊

又は亡失（以下「滅失損

壊」という。）をした三

輪以上の軽自動車の代

わりに、災害のやんだ日

から３月（当該災害が盗

難の場合は、盗難に遭っ

た日から６月）を経過す

る日までに取得された

災害により滅失損壊をした

三輪以上の軽自動車の被災

直前の通常の取得価額に相

当する額に税率（条例第74

条の４各号（条例附則第15

条の７の規定により読み替

えて適用される場合を含

む。）に規定する税率をい

う。以下同じ。）を乗じて

得た額に相当する額（以下

「被災時減免額」という。）。

ただし、盗難により亡失を

していた三輪以上の軽自動

車が発見され、発見直後の

左欄に掲げる

三輪以上の軽

自動車に係る

条例第74条の

６に規定する

申告書を提出

する日 

 



改正後 改正前 

もの 通常の取得価額に相当する

額が免税点を超える場合

は、発見直後の通常の取得

価額に相当する額に税率を

乗じて得た額に相当する額

を被災時減免額から控除し

て得た額に相当する額 

   ２ 取得した三輪以上の軽

自動車に係る条例第74

条の６に規定する申告

書の提出期限から１月

を経過する日までに、災

害により滅失損壊をし

た三輪以上の軽自動車 

災害により滅失損壊をした

三輪以上の軽自動車の取得

価額に税率を乗じて得た額

に相当する額（以下「取得

時減免額」という。）。た

だし、盗難により亡失をし

ていた三輪以上の軽自動車

が発見され、発見直後の通

常の取得価額に相当する額

が免税点を超える場合は、

発見直後の通常の取得価額

に相当する額に税率を乗じ

 



改正後 改正前 

て得た額に相当する額を取

得時減免額から控除して得

た額に相当する額 

   ３ 身体障がい者等が、自ら

運転する三輪以上の軽

自動車を取得した場合

における当該三輪以上

の軽自動車 

左欄に掲げる三輪以上の軽

自動車に係る環境性能割額

と300万円に身体障がい者

等が運転するための構造変

更に要した金額を加算した

額に税率を乗じて得た額

（当該金額に100円未満の

端数があるときは、その端

数金額を切り上げる。）と

を比較していずれか少ない

額 

 

   ４ 重度身体障がい者又は

精神障がい者等が、当該

重度身体障がい者又は

精神障がい者等のため

に当該重度身体障がい

左欄に掲げる三輪以上の軽

自動車に係る環境性能割額

と300万円に身体障がい者

等の利用に供するための構

造変更に要した金額を加算

 



改正後 改正前 

者又は精神障がい者等

と生計を一にする者が

運転する三輪以上の軽

自動車を取得した場合

（重度身体障がい者で

18歳未満の者又は精神

障がい者等と生計を一

にする者が当該三輪以

上の軽自動車を取得し

た場合を含む。）におけ

る当該三輪以上の軽自

動車 

した額に税率を乗じて得た

額（当該金額に100円未満の

端数があるときは、その端

数金額を切り上げる。）と

を比較していずれか少ない

額 

   ５ 身体障がい者等のみで

構成される世帯の重度

身体障がい者又は精神

障がい者等が、当該重度

身体障がい者又は精神

障がい等者のために当

該重度身体障がい者又

左欄に掲げる三輪以上の軽

自動車に係る環境性能割額

と300万円に身体障がい者

等の利用に供するための構

造変更に要した金額を加算

した額に税率を乗じて得た

額（当該金額に100円未満の

 



改正後 改正前 

は精神障がい者 

等を常時介護する者（当

該重度身体障がい者又

は精神障がい者等と生

計を一にする者を除

く。）が運転する三輪以

上の軽自動車を取得し

た場合における当該三

輪以上の軽自動車 

端数があるときは、その端

数金額を切り上げる。）と

を比較していずれか少ない

額 

     ６ 構造上身体障

がい者の利用

に供するため

のものと認め

られる三輪以

上の軽自動車 

身体障

がい者

専用の

三輪以

上の軽

自動車 

左欄に掲げる三輪以上の軽

自動車に係る環境性能割額

の全部 

 

  身体障

がい者

の利用

する三

左欄に掲げる三輪以上の軽

自動車の取得価額のうち、

身体障がい者の利用に供す

るための構造変更に要した

 

 



改正後 改正前 

輪以上

の軽自

動車 

金額 

に、税率を乗じて得た額に

相当する額 

   ７ 専ら身体障がい者が運

転するための構造変更

がなされた三輪以上の

軽自動車 

左欄に掲げる三輪以上の軽

自動車の取得価額のうち、

身体障がい者が運転するた

めの構造変更に要した金額

に、税率を乗じて得た額に

相当する額 

 

８ 医療法（昭和23年法律第

205号）第31条に規定す

る公的医療機関の開設

者が救急用又はへき地

巡回診療の用に供する

ために取得した三輪以

上の軽自動車 

左欄に掲げる三輪以上の軽

自動車に係る環境性能割額

の全部 

 

 備考 「身体障がい者が運転するための構造変更に要した金額」及び「身

体障がい者の利用に供するための構造変更に要した金額」は、減免の

対象となる三輪以上の軽自動車の取得価額のうち、車椅子の固定装置、



改正後 改正前 

運転装置等の特別仕様若しくは構造変更に要した金額の合計額又は当

該三輪以上の軽自動車の取得価額から当該三輪以上の軽自動車と型

式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の三輪以上の軽自動車で構造変

更していないものの取得価額を控除して得た額とする。 

      

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割の減免については、なお従前の例による。 

 



大府市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年４月１日 

 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

大府市規則第36号 

大府市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則 

大府市税に関する文書の様式を定める規則（平成24年大府市規則第41号）の一部を次の

ように改正する。 

別表の１の項中「第450条第２項」を「第446条第２項」に改める。 

別表の23の項中「第35条の２第７項」を「第35条の２第８項」に改める。 

別表の47の項中「(種別割)」を削り、「第463条の18第２項」を「第451条第２項」に改

める。 

別表の48及び50の項中「(種別割)」を削る。 

別表中53の項を54の項とし、42の項から52の項までを１項ずつ繰り下げ、41の項の次に

次の１項を加える。 

42 改修特別特定建築物に係る利便性等向上改修工事に係る

固定資産税・都市計画税減額申告書 

条例附則第10条の３第15項 

第18号様式その２中「(種別割)」を削る。 

第19号様式中「当市役所税務課」を「当市役所   」に改める。 

第22号様式中 

「 

 

 

 

                                                                                     

                               」 

 

を 



「 

「 

   

                              」 

改める。 

 第23号様式中「第35条の２第７項」を「第35条の２第８項」に改める。 

 第25号様式中 

 「 

  

           

  」 

 「 

 

 

  」 

改める。 

第26号様式その２を次のように改める。 

に 

に 

を 



第26号様式その２（第２条関係）

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）

本人該当区分

16
歳

未
満

（摘要） 年 月 日

月

一般 ◎税額控除（調整控除）
老人

特
 
定
 
親
 
族
 
特
 
別
 
控
 
除

繰
越
損
失

配偶者
控除

納税者本人の
所得金額

900万円以下
900万円超

950万円以下

未
成
年
者

特
障

他
障

寡
婦

ひ
と
り
親

勤
労
学
生

老
人

そ
の
他

同
障

特
障

他
障

所得控除合計②

特 定 親 族 特 別

増減額（⑨-⑬）

配偶者
控　除

納税者本人の
所得金額

変更前税額⑬

所得
金額

950万円超
1,000万円以下

変 更 月

差引納付額（⑨-⑫-⑩,⑪）

4 月 分

既 納 付 額 ⑫ 5 月 分

既充当・既委託納付額 ⑪

特
　
親

特
定

同
居

控
　
　
　
配

老
　
　
　
配

扶養親族該当区分

地 震 保 険 料 基　  　　  　礎

2 月 分扶　　　　　　養

3 月 分

特 別 徴 収 税 額 ⑨

額

1 月 分

控 除 不 足 額 ⑩

森　林　環　境　税 額⑧

先 物 取 引 12 月 分配 偶 者 均 等 割 額 ⑦

所 得 割 額 ⑥
県

上場株式等の配当等

※総所得金額は繰越損失前の金額です。

障・寡・ひ・勤

配 偶 者 特 別

雑 損

医 療 費

11 月 分

小規模企業共済

生 命 保 険 料

社 会 保 険 料

税 額 控 除 額 ⑤ 10 月 分準 株 式 等 の 譲 渡 等

9 月 分

受 給 者 番 号

税 税額控除前所得割額④

住　　　　　所 宛 名 番 号

総 所 得 金 額 ① 標 分 離 長 期 譲 渡

8 月 分所 得 区 分 税 分 離 短 期 譲 渡 均 等 割 額 ⑦

給与所得(所得金額
調 整 控 除 後 ）

以 外 の 合 算 所 得 割 額 ⑥

6 月 分

7 月 分課 山 林 所 得
市

指 定 番 号

給 与 収 入

その他の所得計

給

与

雑

譲
渡
・
一
時

納 付 額 氏　　　　　名

総 所 得 ③ 税 額 控 除 額 ⑤

年度 税額控除前所得割額④

主 た る 給 与
営

業

等

農

業

不

動

産

利

子

配

当

勤労学生控除

支　払　金　額 控　除　額

支　払　金　額

雑損控除

地
震
保
険
料
控
除

地
　
震

保
険
料

控　除　額

医療費控除

寡婦控除

◎税額の計算方法

◎税率

◎所得控除

旧
長
期
契
約

生
命
保
険
料
控
除

同居
特別

市民税

一般

老人

48万円超
50万円未満

県民税
50万円以上
55万円未満

市民税

県民税

課税所得金額

種　　類

利益の配当等

外貨建等以外の証券投資信託

外貨建等証券投資信託

市民税 県民税

市民税

区　　　　　分

◎税額控除（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

◎税額控除（住宅借入金等特別税額控除）

配当割又は株式等譲渡所得割

控除の種類 金額

基礎控除

障害者
控　除

普通

特別

控　除　額

◎税額控除（配当控除） ◎税額控除（寄附金税額控除）

父

社会保険料
控除等 支　払　金　額

特別徴収義務者名

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこと
とされていますが、①審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は
手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正
当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

1,000万円
以下の部分

1,000万円
超の部分

あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定（変更）したので、地方税法第41
条及び第321条の4（第321条の6）の規定によって通知します。また、この通
知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から
起算して3か月以内に大府市長に対して審査請求をすることができます。こ
の特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決
の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に大府市を被告として（大
府市長が被告の代表者となります。）提起することができます。

割合

県民税

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

配
　
偶
　
者
　
特
　
別
　
控
　
除

扶

養

控

除

一般

老人

特定

同居老
親等

900万円超
950万円
以下

障害者控除
(特別障害者）

（同居特別障害者）

金額控除の種類

扶養
控除

一般

特定

配

偶

者

特

別

控

除

900万円
以下

950万円超
1,000万円

以下

新
契
約

旧
契
約

勤労学生控除

老人

同　居
老親等

ひとり
親

控除 母寡婦控除

ひとり親控除

2,450万円超2,500万円以下

基礎
控除

納税者本人の
所得金額

2,400万円以下
2,400万円超2,450万円以下

所

得

所

得

控

除



第39号様式中「附則第12条第31項」を「附則第12条第32項」に改める。 

第47号様式、第48号様式及び第50号様式中「（種別割）」を削る。 

第53号様式を第54号様式とし、第42号様式から第52号様式までを１号ずつ繰り下げ、第

41号様式の次に次の１様式を加える。 

 



改修特別特定建築物に係る利便性等向上改修工事に係る固 

定資産税・都市計画税減額申告書 

 大 府 市 長 殿 

  大府市税条例附則第10条の３第15項の規定により、地方税法附則第15条の

11第１項の利便性等向上改修工事が完了したことを申告します。 

 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 

   住 所 

 

   氏 名（又は名称） 

 

   個人番号（又は法人番号） 

 

（２）家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

   所  在    大府市    町      

   家屋番号 

   種  類 

   床 面 積        ㎡ 

（３）施設区分 

 

 

（４）家屋の建築年月日及び登記年月日 

   建築年月日       年  月  日 

   登記年月日       年  月  日 

（５）利便性等向上改修工事が完了した年月日 

                       年  月  日 

（６）利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書

を提出する場合には、３月以内に提出できなかった理由 

       
※ 添付書類 

① 施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し 

② 建築物移動等円滑化基準又は建築物特定施設の構造及び配置に関する基

準に適合する旨を証する書類 

                    年  月  日   

申 告 者（納税義務者） 

住 所 

 

氏 名（又は名称） 

              

電 話  （     ）    －    

 
 

第 42号様式（第２条関係） 



附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大府市税に関する文書の様式を定める規則（以下「新規則」という。）第22

号様式、第25号様式、第26号様式その２、第48号様式及び第49号様式は、令和８年度以

後の年度分について適用し、令和７年度分までについては、なお従前の例による。 

３ 新規則の施行の際現に改正前の大府市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基

づき作成されている諸用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することが

できる。 



大府市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年４月１日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

大府市規則第37号 

大府市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

大府市国民健康保険税条例施行規則（昭和51年大府市規則第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（保険税の減免） （保険税の減免） 

第４条  略 第４条  略 

２  略 ２  略 

３ 条例第24条の３第２項の規定による減免は、同項各号のいずれにも該当

する者（被保険者の資格を取得した日（以下この項において「資格取得日」

という。）の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。以下この項

において「旧被扶養者」という。）に該当する旨の記載をした資格喪失連

絡票又は旧被扶養者異動連絡票を添付して、納税義務者が次の表の右欄に

掲げる期日までに同条第３項本文の規定による申請をした場合には、市長

は申請のあった日以降に到来する納期に係る納付額のうち、それぞれ同表

の左欄に掲げる額の合計額を減免する。 

３ 条例第24条の３第２項の規定による減免は、同項各号のいずれにも該当

する者（被保険者の資格を取得した日（以下この項において「資格取得日」

という。）の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。以下この項

において「旧被扶養者」という。）に該当する旨の記載をした資格喪失連

絡票又は旧被扶養者異動連絡票を添付して、納税義務者が次の表の右欄に

掲げる期日までに同条第３項本文の規定による申請をした場合には、市長

は申請のあった日以降に到来する納期に係る納付額のうち、それぞれ同表

の左欄に掲げる額の合計額を減免する。 



改正後 改正前 

  
減免する額 

減免申請

期限 

   
減免する額 

減免申請

期限 

 

 １ 略 資格取得

日から30

日を経過

した日 

  １ 略 資格取得

日から30

日を経過

した日 

 

 ２ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額のうち、次の区分に応

じた額（旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第１号又

は第２号に規定する減額に該当する世帯である場合を除

く。） 

  ２ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額のうち、次の区分に応

じた額（旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第１号又

は第２号に規定する減額に該当する世帯である場合を除

く。） 

 

 

区分 
基礎課税

額 

後期高齢

者支援金

等課税額 

子ど

も・子

育て支

援納付

金課税

額 

18歳以上

被保険者

に係る子

ども・子

育て支援

納付金課

税額 

  

区分 基礎課税額 
後期高齢者支

援金等課税額 

 

 条例第23条に規定

する減額に該当し

ない世帯に属する

被扶養者 

15,500円 5,500円 564円 30円  

  条例第23条に規定する減額に

該当しない世帯に属する被扶

養者 
14,750円 5,500円  

 

 条例第23条第３号 9,300円 3,300円 338円 18円    条例第23条第３号に規定する 8,850円 3,300円   



改正後 改正前 

に規定する減額に

該当する世帯に属

する被扶養者 

減額に該当する世帯に属する

被扶養者 

 ３ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属

する世帯に係る世帯別平等割額のうち、次の区分に応じた

額（旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第１号若しく

は第２号に規定する減額に該当する世帯又は特定世帯であ

る場合を除く。） 

 

  ３ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属

する世帯に係る世帯別平等割額のうち、次の区分に応じた

額（旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第１号若しく

は第２号に規定する減額に該当する世帯又は特定世帯であ

る場合を除く。） 

 

 

  

区分 
基礎課税

額 

後期高齢

者支援金

等課税額 

子ども・子育て支

援納付金課税額 
 

   

区分 基礎課税額 
後期高齢者支

援金等課税額 
 

 

  条例第23条に規定

する減額に該当し

ない世帯（特定継

続世帯を除く。）に

属する被扶養者 

11,000円 3,500円 362円  

   条例第23条に規定する減額に

該当しない世帯（特定継続世帯

を除く。）に属する被扶養者 11,000円 3,500円  

 

  条例第23条第３号

に規定する減額に

該当する世帯（特

6,600円 2,100円 217円  

   条例第23条第３号に規定する

減額に該当する世帯（特定継続

世帯を除く。）に属する被扶養

6,600円 2,100円  

 



改正後 改正前 

定継続世帯を除

く。）に属する被扶

養者 

者 

  条例第23条に規定

する減額に該当し

ない特定継続世帯

に属する被扶養者 

5,500円 1,750円 181円  

   条例第23条に規定する減額に

該当しない特定継続世帯に属

する被扶養者 
5,500円 1,750円  

 

  条例第23条第３号

に規定する減額に

該当する特定継続

世帯に属する被扶

養者 

2,200円 700円 72円  

   条例第23条第３号に規定する

減額に該当する特定継続世帯

に属する被扶養者 2,200円 700円  

 

４  略 ４  略 

 第１号様式、第１号様式の２及び第２号様式を次のように改める。 



第１号様式（第２条関係） 

 
（表） 

（１枚目） 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

   年 度 
国 民 健 康 保 険 税 納 税 通 知 書 
兼 特 別 徴 収（開 始）通 知 書 

 

 
年  月  日 

国民健康保険税額を通知します。 
 

特別徴収の場合は、次の年金から特別徴収を行いますので、通知します。 
 

 
 
 

 

   
通 知 書 番 号 納 税 者 番 号 

 
  

   

 

特別徴収義務者 特別徴収対象年金 基礎年金番号 

   

◎この納税通知書及び納付書は全部で15枚です。 
 

 

  
 
  

◎お知らせ 



（裏） 

（１枚目） 

 

 
国民健康保険税の課税の根拠等について 
 

１. 課税の根拠                                                                

  国民健康保険税は、地方税法及び大府市国民健康保険税条例の規定により課税されます。               

２. 納税義務者                                                   

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいるとき

は、納税義務者になります。納税通知書は世帯主に送付します。                    

３. 賦課期日                                                      

４月１日です。                                                 

４. 納税義務の発生、消滅等による賦課                                          

賦課期日後に納税義務が発生･消滅した者には、大府市国民健康保険税条例第13条の規定により月割で国民健康保険税が課税されます。 

また、算定の基礎となる課税内容に変更が生じたときは、国民健康保険税を更正のうえ、更正後の納税通知書と更正通知を送付します。  

５. 国民健康保険税の算定                                                    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

６. 後期高齢者医療制度                                                     

 

 

                                                            
 
 
 
                                                                     次頁裏面に続く 
 



 
（表）  

（２枚目） 
  

 年度 国民健康保険税 決定明細書 大府市  
 

 
通 知 書 番 号  納 税 者 番 号    

区  分 賦 課 対 象 額 税率･税額 算出税額 （円）  期別及び月別の税額   

所得割額 

医 療                 （円）                 ％    普 通 徴 収 特 別 徴 収  
支援金 

（円） ％   期別 税  額   納  期  限 月  税  額  
介 護 

（円） ％   第１期       年  月  日 ４月   
子ども （円） ％   第２期       年  月  日 ６月   

均等割額 

医 療 
人 円   第３期       年  月  日 ８月   

支援金 
人 円   第４期       年  月  日 10月   

介 護 人 円   第５期       年  月  日 12月   
子ども 

人 円   第６期       年  月  日 ２月   

平等割額 

医 療  円   第７期       年  月  日 
 

 
支援金  円   第８期       年  月  日  
介 護  円   

普通徴収については、同封の納付書により、納めてください。 
特別徴収の欄に金額の記載がある場合は、年金からの特別徴収となります。 
また、２月の特別徴収の欄に金額の記載がある場合、引き続き   年４月、 

６月、８月に、同額を特別徴収(仮徴収)します。 

 
子ども  円    

小 計 

医 療   
   

支援金   
   

介 護   
   

子ども   
   

 軽 減 税 額 平等割軽減額 課税限度額 限度超過額 合 計 額 月割増減額 減 免 額 年 額   
 
 

医 療          普通徴収額   
支援金          特別徴収額   
介 護          

年 税 額 
  

子ども            
 
  

(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) 
(円) 

(円) 

(円) 

(円) (円) 



（裏） 

（２枚目） 

 

 

 

７. 介護納付金 

 

８．子ども・子育て支援金 

 

 

 

９．軽減制度 

 

 

 

 

 
 

 

10．産前産後期間の軽減 

 

 

11．非自発的失業者の軽減 

   

 

12．限度額超過額の減額 

   

 

 

 

 

次頁裏面に続く 



（表） 

（３枚目） 

 

     年度 国民健康保険税 納付明細書                         

 

氏  名 
 

 通知書番号   

 
 
 普 通 徴 収 

 全   期 期別 第 １ 期 第 ２ 期 第 ３ 期 第 ４ 期 第 ５ 期 第 ６ 期 第 ７ 期 第 ８ 期 

納  付 
年 税 額 

円 

税額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

  
納付
済額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

  
納付
税額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

  延滞金 

円 円 円 円 円 円 円 円 

  合計 

円 円 円 円 円 円 円 円 

納 期 限 
   年 月 日 

 
までの納付に限る 

納期限 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

 特 別 徴 収 

月 ４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月 

 
税額 

円 円 円 円 円 円 

納付
済額 

円 円 円 円 円 円 

 

 
  



（裏） 

（３枚目） 

 

 

 

13．減免制度 
 
 
14. 審査請求 

この通知書に記載された事項について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に市長に対して
審査請求をすることができます｡ 
また、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、大府市を被告として（市長が被告の代表者となり
ます｡）、この処分の取消しの訴えを提起することができます｡ 
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当すると
きは、裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます｡ 

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき｡ 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるとき｡ 
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡ 

15. 延滞金 
納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、不足金額（1,000円未満の端数があるとき、又は
その金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年14.6パーセント（納期限の翌日から１か月を経過する
日までの期間については年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した額の延滞金が加算されます。ただし、当分の間は、各年の延滞金特例
基準割合（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。
以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては、その年における延
滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては、当該延滞金特例基準割合に年１パー
セントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とします。 
※この場合における年当たりの割合は、閏年（うるうどし）の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 

 
 

              
 

                                                                  

次頁裏面に続く 



（表）  

（４枚目） 

 

       国 民 健 康 保 険 税 個 人 明 細 書             通知書番号 
                                                     

被保険者氏名 区分 
＊：国保加入者 Ｇ：擬制世帯主 Ｓ：非自発的失業者 (月) 

所得割(円) 均等割(円) 平等割(円) 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

 

 

 



（裏） 

（４枚目） 

 

16. 納付方法 
 
 
17. 特別徴収の方の翌年度の国民健康保険税の特別徴収 

 
18. 特別徴収の方の納付方法の変更 

 
 

19. 異動届 
                   

20. 一部負担金の割合 
 
 
 
 

21. マイナ保険証 
 
 

22. 限度額適用認定証 
 
 
 

 
 
 
                                                                  

次頁裏面に続く 



（表）  

（５枚目）  

       国 民 健 康 保 険 税 個 人 明 細 書             通知書番号 
                                                     

被保険者氏名 区分 
＊：国保加入者 Ｇ：擬制世帯主 Ｓ：非自発的失業者 (月) 

所得割(円) 均等割(円) 平等割(円) 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

・個人毎の所得割額・均等割額と平等割額の合計が、国保税額となります。（各区分毎に１００円未満を切り捨てます。） 

 ただし、限度超過額・減免額等のある世帯では一致しない場合があります。 

・限度超過世帯の被保険者人数に異動（増減）や総所得の変更があっても年間保険税に変更がない場合があります。 

 

 

 

 



（裏） 

（５枚目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 出産育児一時金 

  

24. 特定健康診査･特定保健指導 

  

 

 

 

 

25．社会保険料控除のための納付済証明書                                                  

                                

 

                                

                  

 

 

 

     お問合せ先 

                                                              

 



（表） 

（６枚目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

納付方法のご案内 
 

  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※上記の金融機関、コンビニエンスストア等の名称は合併、統廃合等に 

より変更となる場合があります｡ 

 
 
 
 



 

（裏） 

（６枚目）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 



 

                                           （表） 

    
 

大府市 23-223 

    年度 国民健康保険税 全 期 領収済通知書 
  
 
。 

加入者名 大府市会計管理者 口座
番号 

00860-9-960130 
納 付 
年税額 

 
円  

税目 国民健康保険税 調定年度  賦課年度  期別  

納期限     年  月  日 通知書 
番 号 

 

     ▼    ▼    ▼    ▼    ▼    ▼    ▼ 
 
 
 
 
 

▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲ 

  延 滞 金 
 
        ,       円 

 領 収 日付 印 

 

 

 合 計 
 

             円 
 

納税者 
氏 名 

 
    

Ｃ

Ｖ

Ｓ

収

納

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 取りまとめ店 
 
 
 収納代行会社 

 

                                      （ 大府市 ・ ＣＶＳ本部保管 ) 

 
 

 

 

大府市 23-223 

 
00860-9-960130 大府市会計管理者 

年度   国民健康保険税 

  全 期  納 付 書 
 

 

通知書 
番 号 

 

納  付 
税  額 

円 

 
円 

 
円 

納 期 限 
     年  月  日 

ま で の 納 付 に 限 る 

                  上記のとおり納付します。 

発 行 課 名 領 収 日付 印 

 

 

備 

考 

 

収納代行会社        (金融機関･ＣＶＳ店舗保管) 

 

 
（７枚目） 

 

      

00860-9-960130 大府市管理者 

 

年度 
国民健康

保険税
    

 全 期  領収証書   
  （この領収書は５年間大切に保管してください。）  

  お問合せ先は裏面に記載しています。 

 
 

通知書 
番 号 

 

納 付 
税 額 

円 

 
円 

 
円 

納期限 
年  月  日 

までの納付に限る 

上記のとおり領収しました。大府市指定金融機関 等 

領 収 日付 印 

 
 
 
 
 
 

（収入印紙不要） 

   
 
収納代行会社 

納税者保管      

大府市 23-223 

  

○公  

切

り

取

ら

な

い

で

、

金

融

機

関

・

コ

ン

ビ

ニ

エ

ン

ス

ス

ト

ア

等

に

お

出

し

く

だ

さ

い

。 
 

○公  

切

り

取

ら

な

い

で

・

金

融

機

関

・

コ

ン

ビ

ニ

エ

ン

ス

ス

ト

ア

等

に

お

出

し

く

だ

さ

い 

○公  

, , 

, , 

大府市会計管理者 殿 
上記のとおり領収しましたので通知します。 

 



 

（裏） 

（７枚目）      

 納付場所のご案内  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆お問合せ先 
この通知について、ご不明の 
点がありましたら、以下の担 
当までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記の金融機関、コンビニエンスストア等の
名称は、合併、統廃合等により変更となる場合
があります。 

 

 

 
  

  

 



 

                                            （表） 

    
 

大府市 23-223 

    年度 国民健康保険税 第 期 領収済通知書 
  
 
。 

加入者名 大府市会計管理者 口座
番号 

00860-9-960130 
納 付 
税 額 

 
円  

税目 国民健康保険税 調定年度  賦課年度  期別  

納期限     年  月  日 通知書 
番 号 

 

     ▼    ▼    ▼    ▼    ▼    ▼    ▼ 
 
 
 
 
 

▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲ 

  延 滞 金 
 
        ,       円 

 領 収 日付 印 

 

 

 合 計 
 

             円 
 

納税者 
氏 名 

 
   

 

Ｃ

Ｖ

Ｓ

収

納

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 取りまとめ店 
 
 
 収納代行会社 

 

                                      （ 大府市 ・ ＣＶＳ本部保管 ) 

 

 

 

大府市 23-223 

 
00860-9-960130 大府市会計管理者 

年度   国民健康保険税 

  第 期  納 付 書 
 

 

通知書 
番 号 

 

納  付 
税  額 

円 

延滞金 
円 

合 計 
円 

納 期 限      年  月  日 

                  上記のとおり納付します。 

発 行 課 名 領 収 日付 印 

 

 

備 

考 

 

収納代行会社        (金融機関･ＣＶＳ店舗保管) 

 

（８枚目～15枚目） 
 

      

00860-9-960130 大府市管理者 

 

年度 
国民健康

保険税
    

 第 期  領収証書   
  （この領収書は５年間大切に保管してください。）  

  お問合せ先は裏面に記載しています。 

 
 

通知書 
番 号 

 

納 付 
税 額 

円 

延滞金 
円 

合 計 
円 

納期限 年  月  日 

上記のとおり領収しました。大府市指定金融機関 等 

領 収 日付 印 

 
 
 
 
 
 

（収入印紙不要） 

   
 
収納代行会社 

納税者保管      

大府市 23-223 

  

○公  

切

り

取

ら

な

い

で

、

金

融

機

関

・

コ

ン

ビ

ニ

エ

ン

ス

ス

ト

ア

等

に

お

出

し

く

だ

さ

い

。 
 

○公  

切

り

取

ら

な

い

で

・

金

融

機

関

・

コ

ン

ビ

ニ

エ

ン

ス

ス

ト

ア

等

に

お

出

し

く

だ

さ

い 

○公  

, , 

, , 

大府市会計管理者 殿 
上記のとおり領収しましたので通知します。 

 



 

（裏） 

（８枚目～15枚目） 

 

      納付場所のご案内  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆お問合せ先 
この通知について、ご不明の 
点がありましたら、以下の担 
当までお問合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記の金融機関、コンビニエンスストア等の
名称は、合併、統廃合等により変更となる場合
があります。 

 

 

 



第１号様式の２（第２条関係） 

 

（表） 

（１枚目） 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

   年 度 
国 民 健 康 保 険 税 納 税 通 知 書 

（口座振替 兼 特別徴収用） 
 

 
年  月  日 

国民健康保険税額を通知します。 
 
 
 

 
 
 

 

   
通 知 書 番 号 納 税 者 番 号 

 
  

   

 

特別徴収義務者 特別徴収対象年金 基礎年金番号 

   

◎この納税通知書は全部で４枚です。 
 

 

  

 

 



（裏） 

     （１枚目） 

 

 

 

 
国民健康保険税の課税の根拠等について 

 
１. 課税の根拠 
   国民健康保険税は、地方税法及び大府市国民健康保険税条例の規定により課税されます。 
２. 納税義務者 
   国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいるとき

は、納税義務者になります。納税通知書は世帯主に送付します。 
３. 賦課期日 
   ４月１日です。 
４. 納税義務の発生、消滅等による賦課 
   賦課期日後に納税義務が発生･消滅した者には、大府市国民健康保険税条例第13条の規定により月割で国民健康保険税が課税されます。 
  また、算定の基礎となる課税内容に変更が生じたときは、国民健康保険税を更正のうえ、更正後の納税通知書と更正通知を送付します。 
５. 国民健康保険税の算定 
    
     
     
    
    
 
 
 
 
６. 後期高齢者医療制度 
    
   
７. 介護納付金 
    
    
    

 
   

                                                                    
次頁裏面に続く 

 



 

（表） 

（２枚目） 

 

 

 

  

 
年度 国民健康保険税 決定明細書 大府市  

 

通 知 書 番 号  納 税 者 番 号    
区  分 賦 課 対 象 額 税率･税額 算出税額 （円）  期別及び月別の税額   

所得割額 

医 療                 （円）                 ％    普 通 徴 収 特 別 徴 収  
支援金 （円） ％   期別 税  額   納  期  限 月  税  額  
介 護 （円） ％   第１期       年  月  日 ４月   
子ども （円） ％   第２期       年  月  日 ６月   

均等割額 

医 療 人 円   第３期       年  月  日 ８月   
支援金 人 円   第４期       年  月  日 10月   
介 護 人 円   第５期       年  月  日 12月   
子ども 人 円   第６期       年  月  日 ２月   

平等割額 

医 療 
 円   第７期       年  月  日 

 
 

支援金  円   第８期       年  月  日  
介 護  円   口座要件※個人情報保護のため、口座番号の一部を非表示にしています。  
子ども  円   金融機関名  預金の種類   

小 計 

医 療   
  支 店 名  預金口座番号   

支援金   
  口座名義人  納 税 方 法   

介 護   
  全期…年税額を第１期納期限に振替     期別…各納期限に振替  

子ども   
       

 
軽 減 税 額 平等割軽減額 課税限度額 限度超過額 合 計 額 月割増減額 減 免 額 年 額 

  
 
 

医 療          普通徴収額   
支援金          特別徴収額   
介 護          年 税 額   
子ども            

(円) (円) 

(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) 

(円) 

(円) 

(円) 



（裏） 

（２枚目） 

 

８．子ども・子育て支援金 

 

９．軽減制度 

 

 

 

 

 

 

 

10．産前産後期間の軽減 

 

 

11．非自発的失業者の軽減 

   

  

12．限度額超過額の減額 

   

13．減免制度 

   

 

 

    

 

    

 

 

                                                                     

14. 審査請求 

この通知書に記載された事項について不服がある場合は､この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に市長に対して 

審査請求をすることができます｡ 

また、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、大府市を被告として（市長が被告の代表者となり 

次頁裏面に続く 



 

（表） 

（３枚目） 
       国 民 健 康 保 険 税 個 人 明 細 書             通知書番号 
                                                     

被保険者氏名 区分 
＊：国保加入者 Ｇ：擬制世帯主 Ｓ：非自発的失業者 (月) 

所得割(円) 均等割(円) 平等割(円) 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

 
 

 

 

  



 

（裏） 
（３枚目） 

 

  

 

ます｡）、この処分の取消しの訴えを提起することができます｡ 
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当すると 
きは、裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます｡ 
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき｡ 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるとき｡ 
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡ 

15. 延滞金 
納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、不足金額（1,000円未満の端数があるとき、又はそ
の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年14.6パーセント（納期限の翌日から１か月を経過する 
日までの期間については年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した額の延滞金が加算されます。ただし、当分の間は、各年の延滞金特例 
基準割合（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。
以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては、その年における延
滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては、当該延滞金特例基準割合に年１パー
セントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とします。 
※この場合における年当たりの割合は、閏年（うるうどし）の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 

16. 異動届 
 

17. 口座振替の取扱いについて 
 
 
 
 
 

18. 特別徴収 
 
 
 
 

19. 特別徴収の方の翌年度の国民健康保険税の特別徴収 
 

                                                                   
次頁裏面に続く 



（表） 
（４枚目） 

       国 民 健 康 保 険 税 個 人 明 細 書             通知書番号 
                                                     

被保険者氏名 区分 
＊：国保加入者 Ｇ：擬制世帯主 Ｓ：非自発的失業者 (月) 

所得割(円) 均等割(円) 平等割(円) 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

  

医療                                                 

支援金                                                 

介護                                                 

子ども                                                 

・個人毎の所得割額・均等割額と平等割額の合計が、国保税額となります。（各区分毎に１００円未満を切り捨てます。） 

 ただし、限度超過額・減免額等のある世帯では一致しない場合があります。 

・限度超過世帯の被保険者人数に異動（増減）や総所得の変更があっても年間保険税に変更がない場合があります。 

 

  



 
（裏） 

 
（４枚目） 

 

 

 
20. 特別徴収の方の納付方法の変更 

 

 

21. 一部負担金の割合 

 

 

 

 

22. マイナ保険証 

 

 

23. 特定健康診査・特定保健指導 

 

 

 

 

 

24. 社会保険料控除のための納付済証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

     お問合せ先 

     

 



第２号様式（第２条関係） 

 

（表）       
（１枚目）  

 

 
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     年度(     年度分) 
国 民 健 康 保 険 税 

納 税 通 知 書 
 

 
年   月   日 

 
この納税通知書により通知しました税額を、指定の納期限までに３枚目に記載 

してあります納付場所で納めてください。                         
 
           
 
 

 
 
 

 

 

 

通 知 書 番 号 納 税 者 番 号 

 
  

 
 
 
 

 

納 期 限 

 
随時      期分 

年 

月   日 

  

◎この納税通知書及び納付書は全部で４枚です。 
 



（裏）       
（１枚目） 

 

 
国民健康保険税の課税の根拠等について 

 
１. 課税の根拠 
   国民健康保険税は、地方税法及び大府市国民健康保険税条例の規定により課税されます。 
２. 納税義務者 
   国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいるとき

は、納税義務者になります。納税通知書は世帯主に送付します。 
３. 賦課期日 
   ４月１日です。 
４. 納税義務の発生、消滅等による賦課 
   賦課期日後に納税義務が発生･消滅した者には、大府市国民健康保険税条例第13条の規定により月割で国民健康保険税が課税されます。 
  また、算定の基礎となる課税内容に変更が生じたときは、国民健康保険税を更正のうえ、更正後の納税通知書と更正通知を送付します。 
５. 国民健康保険税の算定 
    

 
 

   
    
    
   
    
 
６. 後期高齢者医療制度 
    
   
７. 介護納付金 
    
    
    

  
   
８．子ども・子育て支援金 

         
                                                        次頁裏面に続く 

                                                                  



 

（表） 

 

（２枚目） 

  
通知書番号 年度 国民健康保険税 決定明細書 大府市  
納税者番号 

 

氏 名  通知書番号  納税者番号  

区  分 賦 課 対 象 額 税率･税額 算出税額 （円）   
年 税 額 

（円） 

所得割額 

医 療                 （円）                 ％     

支援金 
（円） ％     既  課 

税  額 

（円） 

介 護 
（円） ％     

子ども （円） ％     納  付 
税  額 

（円） 

均等割額 

医 療 
人 円     

支援金 
人 円     

延 滞 金 
（円） 

介 護 人 円     

子ども 
人 円     合  計 

納 付 額 

（円） 

平等割額 

医 療 
 円     

支援金  円     
納 期 限       年   月   日 

介 護  円     
子ども  円         

小 計 

医 療   
    

年度分 

  
支援金   

      
介 護   

        
子ども   

        
 

軽 減 税 額 平等割軽減額 課税限度額 限度超過額 合 計 額 月割増減額 減 免 額 年 額 
  

 
 

医 療             
支援金             
介 護          

 
  

子ども            
 

(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) 



（裏） 

（２枚目） 

 

 

９．軽減制度 
 
 
 
 
 
 

10．産前産後期間の軽減 
 
 
11．非自発的失業者の軽減 
   
  
12．限度額超過額の減額 
   
13．減免制度 
   

 
 
    

 
    

 
  
 

14．審査請求 
この通知書に記載された事項について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に市長に対して
審査請求をすることができます。 
また、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、大府市を被告として（市長が被告の代表者となり
ます。）、この処分の取消しの訴えを提起することができます｡ 
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当すると
きは、裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます｡ 
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき｡ 
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるとき｡ 
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡ 

  次頁裏面に続く 



 

（表） 

（３枚目） 

 

 
 
 

納付方法のご案内 
 

  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※上記の金融機関、コンビニエンスストア等の名称は合併、統廃合等に 

より変更となる場合があります｡ 

 
 
 
 



（裏） 

（３枚目） 

 

15.延滞金 
納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、不足金額（1,000 円未満の端数があるとき、又は 
その金額が 2,000 円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年 14.6 パーセント（納期限の翌日から１か月を経過する 
日までの期間については年 7.3 パーセント）の割合を乗じて計算した額の延滞金が加算されます。ただし、当分の間は、各年の延滞金特例
基準割合（租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 93 条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセントの割合を加算した割合をい
う。以下同じ。）が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年 14.6 パーセントの割合にあっては、その年に
おける延滞金特例基準割合に年 7.3 パーセントの割合を加算した割合とし、年 7.3 パーセントの割合にあっては、当該延滞金特例基準割
合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年 7.3 パーセントの割合を超える場合には、年 7.3 パーセントの割合）
とします。 
※この場合における年当たりの割合は、閏年(うるうどし)の日を含む期間についても、365 日当たりの割合です。 

16．異動届 
                         

17. 一部負担金の割合 
  
  
  
  

18. マイナ保険証 
 
 

19．特定健康診査･特定保健指導 
 
 
 
 

   
20．社会保険料控除のための納付済証明書                                                          

 
   

 
 
 
 
 
  お問合せ先 
 

  



 

 

（表） 

 （４枚目） 

    
 

大府市 23-223 

    年度 (     )年度分   国民健康保険税 随時分 領収済通知書 
 ･この用紙は直接機械処理しますので､汚したり折り曲げたりしないでください。 
 ･納期限後は、ゆうちょ銀行・郵便局及びコンビニエンスストアではお取扱いできません。 
 ･この用紙はＡＴＭではお取扱いできません。 
 ･納付額が30万円を超える場合は､コンビニエンスストアではお取扱いできません。 

加入者名 大府市会計管理者 口座
番号 

00860-9-960130 
納 付 
税 額 

 
円  

税目 国民健康保険税 調定年度  賦課年度  期別  

納期限     年  月  日 通知書 
番 号 

 

     ▼    ▼    ▼    ▼    ▼    ▼    ▼ 
 
 
 
 
 

▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲ 

  延 滞 金 
 
        ,       円 

 領 収 日付 印 

 

 

 合 計 
 

             円 
 

納税者 
氏 名 

 
   

 

Ｃ

Ｖ

Ｓ

収

納

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額を訂正した場合やバーコードのないものはコンビニエンスストアでは納付できません。 

 

 
  

 
 
 取りまとめ店 
 
 
 収納代行会社 

 

                                      （ 大府市 ・ ＣＶＳ本部保管 ) 

 

 

大府市 23-223 

 
00860-9-960130 大府市会計管理者 

年度
(   )年度分

 国民健康保険税 

  随時分  納 付 書 
 

 

通知書 
番 号 

 

納  付 
税  額 

円 

延滞金 
円 

合 計 
円 

納 期 限      年  月  日 

                  上記のとおり納付します。 

発 行 課 名 領 収 日付 印 

 

 

備 

考 

 

収納代行会社        (金融機関･ＣＶＳ店舗保管) 

 

      

大府市 23-223 
 

00860-9-960130 大府市会計管理者 

（お問合せ先は裏面に記載しています。） 
年度

(   )年度分
 
国民健康

保険税
    

 随時分  領収証書   
  （この領収書は５年間大切に保管してください。）   

 
 

通知書 
番 号 

 

納 付 
税 額 

円 

延滞金 
円 

合 計 
円 

納期限 年  月  日 

上記のとおり領収しました。大府市指定金融機関 等 

領 収 日付 印 

 
 
 
 
 
 

（収入印紙不要） 

   
 
収納代行会社 

納税者保管   ④ 

○公  

切

り

取

ら

な

い

で

、

金

融

機

関

・

コ

ン

ビ

ニ

エ

ン

ス

ス

ト

ア

等

に

お

出

し

く

だ

さ

い

。 
 

○公  

切

り

取

ら

な

い

で

・

金

融

機

関

・

コ

ン

ビ

ニ

エ

ン

ス

ス

ト

ア

等

に

お

出

し

く

だ

さ

い 

○公  

, , 

, , 

大府市会計管理者 殿 
上記のとおり領収しましたので通知します｡ 



 
（裏） 

 
 

（４枚目） 

 

 納付場所のご案内  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆お問合せ先 
この通知について、ご不明の 
点がありましたら、以下の担 
当までお問合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記の金融機関、コンビニエンスストア等の
名称は、合併、統廃合等により変更となる場合
があります。 

 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大府市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
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